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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のレンズと、前記第１のレンズの周囲を囲うように配列された複数の発光素子を含
む光源と、を有する撮像装置本体と、
　第２のレンズと、前記第２のレンズの周囲を囲うように設けられた導光部材と、を有す
るレンズユニットと、
　前記撮像装置本体に対する前記レンズユニットの取り付け状態を、前記光源の発光面が
前記導光部材における光入射面に覆われ且つ前記第１のレンズにおける第１の光軸と前記
第２のレンズにおける第２の光軸とが一致する第１取り付け状態と、前記発光面が前記光
入射面による覆いから解放され且つ前記第２のレンズが前記第１の光軸上から外れる第２
取り付け状態との間で、切り替え可能に構成された取り付け手段と、
　を備え、
　前記導光部材は、前記光入射面が前記複数の発光素子の配列に対応させてリング状に形
成されるとともに光出射面が前記光入射面よりも直径が小さいリング状に形成されること
により、前記第１の光軸上であって合焦距離に位置している被写体上での前記光源からの
光の照度が、前記第２取り付け状態のときよりも前記第１取り付け状態のときの方が高く
なるように構成されている、
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記導光部材は、前記光出射面が前記光入射面に対して傾斜している、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記導光部材は、前記光出射面が前記第２の光軸側に向く方向に傾斜している、
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記導光部材は、中空形状に形成されているとともに、前記光入射面側から前記光出射
面側に向かって先細る形状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２のレンズは、当該第２のレンズの直径が前記光入射面の直径よりも小さく且つ
前記光出射面の直径よりも大きく形成されている、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　第２のレンズと、前記第２のレンズの周囲を囲うように設けられた導光部材と、を有す
る撮像装置用レンズユニットであって、
　第１のレンズと、前記第１のレンズの周囲を囲うように配列された複数の発光素子を含
む光源と、を有する所定の撮像装置本体に対して前記撮像装置用レンズユニットを、第１
取り付け状態で取り付けたときに、前記光源の発光面が前記導光部材における光入射面に
覆われ且つ前記第１のレンズにおける第１の光軸と前記第２のレンズにおける第２の光軸
とが一致する状態となるように構成され、且つ、前記第１取り付け状態とは異なる第２取
り付け状態で取り付けたときに、前記発光面が前記光入射面による覆いから解放され且つ
前記第２のレンズが前記第１の光軸上から外れる状態となるように構成され、
　前記導光部材は、前記光入射面が前記複数の発光素子の配列に対応させてリング状に形
成されるとともに光出射面が前記光入射面よりも直径が小さいリング状に形成されること
により、前記第１の光軸上であって合焦距離に位置している被写体上での前記光源からの
光の照度が、前記第２取り付け状態のときよりも前記第１取り付け状態のときの方が高く
なるように構成されている、
　ことを特徴とする撮像装置用レンズユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、及び撮像装置用レンズユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢化やオゾン層破壊によってメラノーマ（悪性黒色腫）などの皮膚疾患の増加
が問題となっている。このような皮膚疾患の診断には、皮膚内部の色素分布や色合いを撮
影できるダーモスコピーカメラと呼ばれる撮像装置が活用されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ダーモスコープの取り付け及び取り外しが可能なカメラ付き
携帯電話が開示されている。ダーモスコピー撮影の際には、ダーモスコープを取り付けた
カメラ付携帯電話で皮膚疾患部を撮影し、通常撮影の際には、ダーモスコープを取り外し
たカメラ付携帯電話で皮膚疾患部を撮影する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９２９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示の発明では、ダーモスコピー撮影と通常撮影とを切り
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替える際、ダーモスコープの取付け取り外しが必要となる。また、ダーモスコピー撮影と
通常撮影とを異なるカメラで撮影することもできるが、カメラの交換が必要となる。この
ように、異なる撮影の切り替えが容易でなかった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、異なる撮影を容易に切り替え
ることができる撮像装置、及び撮像装置用レンズユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る撮像装置は、第１のレンズと、前記第１のレン
ズの周囲を囲うように配列された複数の発光素子を含む光源と、を有する撮像装置本体と
、第２のレンズと、前記第２のレンズの周囲を囲うように設けられた導光部材と、を有す
るレンズユニットと、前記撮像装置本体に対する前記レンズユニットの取り付け状態を、
前記光源の発光面が前記導光部材における光入射面に覆われ且つ前記第１のレンズにおけ
る第１の光軸と前記第２のレンズにおける第２の光軸とが一致する第１取り付け状態と、
前記発光面が前記光入射面による覆いから解放され且つ前記第２のレンズが前記第１の光
軸上から外れる第２取り付け状態との間で、切り替え可能に構成された取り付け手段と、
を備え、前記導光部材は、前記光入射面が前記複数の発光素子の配列に対応させてリング
状に形成されるとともに光出射面が前記光入射面よりも直径が小さいリング状に形成され
ることにより、前記第１の光軸上であって合焦距離に位置している被写体上での前記光源
からの光の照度が、前記第２取り付け状態のときよりも前記第１取り付け状態のときの方
が高くなるように構成されている、ことを特徴とする。
　また、本発明に係る撮像装置用レンズユニットは、第２のレンズと、前記第２のレンズ
の周囲を囲うように設けられた導光部材と、を有する撮像装置用レンズユニットであって
、第１のレンズと、前記第１のレンズの周囲を囲うように配列された複数の発光素子を含
む光源と、を有する所定の撮像装置本体に対して前記撮像装置用レンズユニットを、第１
取り付け状態で取り付けたときに、前記光源の発光面が前記導光部材における光入射面に
覆われ且つ前記第１のレンズにおける第１の光軸と前記第２のレンズにおける第２の光軸
とが一致する状態となるように構成され、且つ、前記第１取り付け状態とは異なる第２取
り付け状態で取り付けたときに、前記発光面が前記光入射面による覆いから解放され且つ
前記第２のレンズが前記第１の光軸上から外れる状態となるように構成され、前記導光部
材は、前記光入射面が前記複数の発光素子の配列に対応させてリング状に形成されるとと
もに光出射面が前記光入射面よりも直径が小さいリング状に形成されることにより、前記
第１の光軸上であって合焦距離に位置している被写体上での前記光源からの光の照度が、
前記第２取り付け状態のときよりも前記第１取り付け状態のときの方が高くなるように構
成されている、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、異なる撮影を容易に切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用したダーモスコピーカメラの図であり、ダーモスコピー撮影時のダ
ーモスコピーカメラの斜視図。
【図２】本発明を適用したダーモスコピーカメラの図であり、通常撮影時のダーモスコピ
ーカメラの斜視図。
【図３】本発明を適用したダーモスコピーカメラの正面図。
【図４】図３中の切断線ＩＶ－ＩＶで切断したダーモスコピーカメラの分解切断面図。
【図５】ダーモスコピー撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図。
【図６】通常撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図。
【図７】ＬＥＤから出射された光の照度分布の様子を示した概略図であり、(ａ）は図５
に示す照射面における分布図、（ｂ）は図６に示す照射面における分布図。
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【図８】本発明を適用したダーモスコピーカメラの他の実施形態を示した斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を適用したダーモスコピーカメラの実施形態について、図面を参照しなが
ら説明する。なお、本願明細書では、「マイクロスコープ（Microscope）：顕微鏡」及び
「マイクロスコピー（Microscopy）：顕微鏡による検査又は顕微鏡使用（法）」の使い分
けに準じ、「ダーモスコープ（Dermoscope）」及び「ダーモスコピー（Dermoscopy）」の
用語を、皮膚検査用の拡大鏡（装置）及び同拡大鏡を用いた皮膚検査又は同拡大鏡使用（
行為）という意味で用いている。
【００１１】
（ダーモスコピーカメラ１の全体構成）
　図１は、本発明を適用したダーモスコピーカメラの図であり、ダーモスコピー撮影時の
ダーモスコピーカメラの斜視図である。図２は、本発明を適用したダーモスコピーカメラ
の図であり、通常の撮影時のダーモスコピーカメラの斜視図である。図３は、本発明を適
用したダーモスコピーカメラの正面図である。図４は、図３中の切断線ＩＶ－ＩＶで切断
したダーモスコピーカメラの分解切断面図である。図１～図４に示すように、ダーモスコ
ピーカメラ１は、カメラ本体（撮像装置本体）１０と、カメラ本体１０に回動可能に取り
付けられたレンズユニット２０とによって概略構成されている。
【００１２】
　なお、以下の説明において、図１に示すように、撮像対象側をダーモスコピーカメラ１
の前方（前面、正面）、その反対側を後方とし、ダーモスコピーカメラ１を前方から見た
ときの上下左右方向をそのまま上下左右方向とした直交座標系に基づいて説明するものと
する。また、各部材に関する取り付けは、特に言及がない限り、ネジ、ビス等を用いた取
り付けや、嵌合等の取り付け等、適宜の方法で行えばよい。
【００１３】
　ダーモスコピーカメラ１は、図１に示すように、レンズユニット２０をカメラ本体１０
の前方に配置して（第１位置に配置して）ダーモスコピー撮影が可能なダーモスコピー撮
影状態（第１撮影状態）と、図２に示すように、レンズユニット２０を上方へ回動させて
、カメラ本体１０の前方を開放する配置として（第２位置に配置して）通常撮影が可能な
通常撮影状態（第２撮影状態）とに切り替えることができる。なお、通常撮影とは、例え
ば皮膚疾患部の表面を撮影するといった一般的なカメラの使用方法による撮影を意味して
いる。
【００１４】
（カメラ本体１０の構成について）
　カメラ本体１０は、筐体１１を有し、この筐体１１の内部にズームレンズ部１２、光源
としての複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）１３ａが搭載されたＬＥＤ基板１３、光
拡散板１４、回路配線基板３０、及び撮像素子３１といった種々の構成部品を収容してい
る。筐体１１には、上面にシャッタボタン１８（図３）、右面に電源ボタン１７が設けら
れている。
【００１５】
　さらに、筐体１１の内部には、シャッタボタン１８の操作に応じて、撮像素子３１が読
み取った撮影画像を記憶する記憶部と、上述した各部を制御する制御部と、上述した各部
に電源を供給するバッテリー部と、が設けられているが、これらの図示は省略する。
【００１６】
　カメラ本体１０には、通常の撮影に用いられる公知の撮影装置、例えば市販されている
デジタルカメラの構成を採用することができ、例えば、ズームレンズ部１２、回路配線基
板３０、及び撮像素子３１は、公知の部品を用いることができる。ズームレンズ部１２は
公知の光学レンズを有している。また、撮像素子３１としては、ＣＣＤ（Charge Coupled
 Device）イメージセンサやＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメ
ージセンサを用いることができる。また、カメラ本体１０には、撮像した画像を表示する
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とともに、ダーモスコピーカメラ１の各種設定を実行するためのタッチパネル式の画面（
不図示）が設けられている。
【００１７】
　筐体１１には、ズームレンズ部１２を取り囲むように、円環状の凹部からなる基板収容
部１１ａが形成されている。ＬＥＤ１３ａを搭載したＬＥＤ基板１３は、基板収容部１１
ａに収容されている。また、筐体１１には、ＬＥＤ基板１３の前方を覆うように光拡散部
としての光拡散板１４が載置されている。
【００１８】
　ＬＥＤ基板１３は円環状をなし、その前面には８つのＬＥＤ１３ａが搭載されている。
８つのＬＥＤ１３ａは、図３に示すように、ＬＥＤ基板１３の中心に対して同心円上に等
間隔で配置されている。これにより、ＬＥＤ１３ａを搭載するＬＥＤ基板１３は、ズーム
レンズ部１２の外周位置から光を前方に向けて出射するリングフラッシュとして機能する
。ＬＥＤ１３ａは、白色光を発するＬＥＤから構成されている。
【００１９】
　光拡散板１４は、例えば透光性を有する合成樹脂から構成されており、その表面に微小
な凹凸が形成されている。光拡散板１４は、ＬＥＤ１３ａから出射された光を通し、拡散
光として前方へと出射する。
【００２０】
　カメラ本体１０の上部には、レンズユニット２０を回動自在に支持する回動支持部１９
が形成されている。回動支持部１９の左右の面にはそれぞれ、レンズユニット２０の回動
軸となる回動突起（不図示）が形成されている。この回動突起（不図示）にレンズユニッ
ト２０の回動部２５が軸支されることにより、レンズユニット２０は回動軸Ｒを中心に回
動することができる。
【００２１】
　図２に示すように、筐体１１の円環状の縁部には、前方に向けて突出した２つの係合凸
部１５が形成されているとともに、２箇所に磁性体１６が取り付けられている。係合凸部
１５は、ダーモスコピーカメラ１がダーモスコピー撮影状態（図１）にある場合に、レン
ズユニット２０の縁部に形成された係合凹部２０ａに係合する。これにより、カメラ本体
１０とレンズユニット２０とを所定の位置関係とすることができる。また、カメラ本体１
０に設けられた磁性体１６とレンズユニット２０に設けられた磁性体２６を互いに吸着さ
せることにより、レンズユニット２０がカメラ本体１０に当接した状態を維持することが
できる。
【００２２】
（レンズユニット２０の構成について）
　レンズユニット２０は、円錐体の先端がカットされたような筒状体のカバー体４０、カ
バー体４０の先端に取り付けられカバー体４０と同様に円錐体の先端がカットされたよう
な筒状体の先端カバー体４１と、図４に示すように、カバー体４０に取り付けられたコン
バージョンレンズ２１、及び導光板２２と、先端カバー体４１に取り付けられた偏光フィ
ルタ２３、及びカバーレンズ２４と、を有している。レンズユニット２０は、皮膚疾患部
を拡大するためのダーモスコープとして機能する。
【００２３】
　カバー体４０は、例えばポリ塩化ビニル誘導体やアクリル系樹脂などの樹脂から構成さ
れている。カバー体４０の外形は、前方に向かうにつれて先細形状を有し、その内部は中
空である。また、カバー体４０の中空部も、前方に向かうにつれて縮径した形状を有して
いる。
【００２４】
　コンバージョンレンズ２１は、両面凸レンズであり、カメラ本体１０のズームレンズ部
１２と皮膚疾患部との間に介在し、撮像画像の拡大倍率を増大させる。具体的には、ズー
ムレンズ部１２の拡大倍率と合わせて、患者の疾患部を１０～３０倍に拡大可能なレンズ
が採用される。コンバージョンレンズ２１は図示しない支持部を介して、カバー体４０の
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内周面に取り付けられている。
【００２５】
　導光板２２は、図４に示すように、入射した光を導光する導光板本体２２ｂと、導光板
本体２２ｂの内周面に形成された反射膜２２ａと、導光板本体２２ｂの外周面に形成され
た反射膜２２ｃとを有している。導光板２２は、前方に向けた縮径した中空の形態を有し
ている。導光板２２は、カバー体４０の内周面に、自身の外周面を密着させた状態で取り
付けられている。導光板本体２２ｂは、例えば、アクリル等の透光性を有する合成樹脂か
ら構成されている。導光板本体２２ｂの後方側の端面は、光入射面２２ｄを形成する。光
入射面２２ｄは、ダーモスコピー撮影状態の場合に、ＬＥＤ１３ａの前方に配され、ＬＥ
Ｄ１３ａから出射された光が入射する面である。一方、導光板本体２２ｂの前方側の端面
は、光出射面２２ｅを形成する。光出射面２２ｅは、導光板本体２２ｂに導光された光が
外部へ出射される面である。反射膜２２ａ及び反射膜２２ｃは、例えばアルミ等の金属膜
であり、導光板本体２２ｂの表面から導光される光が外部に漏れるのを防止する。これに
より、光入射面２２ｄから入射した光を弱めることなく、光出射面２２ｅから出射するこ
とができる。
【００２６】
　先端カバー体４１は、例えばポリ塩化ビニル誘導体やアクリル系樹脂などの樹脂から構
成されている。先端カバー体４１は、筒状体をなし、外周面には撮影者が指を引っ掛ける
ための凹部である引掛け部４１ａが複数形成されている。撮影者は、例えば先端カバー体
４１をカバー体４０にねじ込むことにより、カバー体４０の先端に先端カバー体４１を装
着することができる。このように、先端カバー体４１とカバー体４０とは螺号や嵌合など
の公知の方法によって着脱自在な構成となっている。先端カバー体４１の先端には、カバ
ーレンズ２４を嵌め込むための開口４１ｂが形成されている。
【００２７】
　偏光フィルタ２３は、先端カバー体４１の中空部に設けられる。先端カバー体４１がカ
バー体４０に装着されると、偏光フィルタ２３は、導光板２２の前方に配される。偏光フ
ィルタ２３は、導光板２２の光出射面２２ｅから出射された光を通過させる際に偏光する
。偏光された光は、皮膚表面での乱反射が抑制されながら皮膚下の物質によって反射され
る。
【００２８】
　カバーレンズ２４は、先端カバー体４１の先端に形成された開口４１ｂに嵌合されてい
る。カバーレンズ２４は、透明の合成樹脂から構成されて、偏光フィルタ２３から出射さ
れた光を前方へ通過させるとともに、反射光をダーモスコピーカメラ１内に入射させる。
また、カバーレンズ２４は、レンズユニット２０内を湿気やほこりから保護する。ダーモ
スコピー撮影時には、カバーレンズ２４は、皮膚疾患部に接触した状態にされる。
【００２９】
（ダーモスコピー撮影時におけるＬＥＤ光の進行について）
　図５は、ダーモスコピー撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図である。ＬＥ
Ｄ１３ａから出射された光は、光拡散板１４を通過し、光入射面２２ｄ（図４）から導光
板本体２２ｂに入射する。導光板本体２２ｂに入射した光は、矢印Ｌ１、Ｌ２で示すよう
に、反射膜２２ａ、及び反射膜２２ｃで反射されながら導光板本体２２ｂ内部で導光され
る。これにより導光される光は、先端に向かうにつれてレンズユニット２０の中央に集光
されていく。やがて、導光板本体２２ｂ内部で導光された光は、矢印Ｌ３に示すように、
光出射面２２ｅから出射され、偏光フィルタ２３を通過する。偏光フィルタ２３により偏
光された光は、矢印Ｌ４に示すように、カバーレンズ２４を通り前方へと出射される。
【００３０】
（通常撮影時におけるＬＥＤ光の進行について）
　図６は、通常撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図である。ＬＥＤ１３ａか
ら出射された光は、光拡散板１４を通り、矢印Ｌ５に示すように、拡散光として前方へと
出射される。このような光を出射するＬＥＤ１３ａは、ズームレンズ部１２の外側に設け
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られた円周上に等間隔で配置されており、ズームレンズ部１２と略同一平面内に配置され
ている。
【００３１】
（ＬＥＤ光の照度分布について）
　次に、ダーモスコピーカメラ１のＬＥＤ１３ａから出射された光の照度分布について説
明する。図７は、ＬＥＤから出射された光の照度分布の様子を示した概略図であり、（ａ
）は図５に示す照射面における分布図、（ｂ）は図６に示す照射面における分布図である
。ここで、図５に示す照射面５１は、ダーモスコピー撮影時における皮膚疾患部の表面位
置に相当する。また、図６に示す照射面５２は、通常撮影時における皮膚疾患部の表面位
置に相当する。照射面５２は、例えば、ダーモスコピーカメラ１から１メートル離間した
位置にある。なお、図７各図においては、照度が高い領域ほど、白色に近い色で塗りつぶ
してある。
【００３２】
　上述したように、ダーモスコピー撮影時においては、ＬＥＤ１３ａから出射された光は
、先端に向かうにつれてカバー体４０の中央に向けて導光される。そのため、カバーレン
ズ２４から出射される光は、ＬＥＤ１３ａからの光が集光された強い光となる。また、ダ
ーモスコピー撮影時には、カバーレンズ２４は皮膚疾患部に接触した状態にある。そのた
め、図７（ａ）に示すように、皮膚疾患部の表面に相当する照射面５１に光が強く照射さ
れる照射領域５１ａが形成され、その外側に光が照射されない非照射領域５１ｂが形成さ
れる。この照射領域５１ａの大きさは、カバーレンズ２４（図５）の大きさとおおよそ同
じである。このように、ダーモスコピー撮影時において、導光板２２によって集光した強
い光を皮膚疾患部に照射することができる。そのため、皮膚下の物質に光を照射、反射さ
せることができ、ダーモスコピー画像を撮影することができる。
【００３３】
　一方、通常撮影時においては、図６に示すように、同心円上に等間隔で設けれらたＬＥ
Ｄ１３ａからの光は光拡散板１４により拡散されて前方へと出射される。これにより、照
射面５２に到達する光の照射範囲は、ダーモスコピー撮影時よりも広くなる一方、照射す
る光の強さは弱くなる。例えば、通常撮影時においては、図７（ｂ）に示すように、照射
面５２に、照射領域５１ａよりも面積が大きいが低い照度の照射領域５２ａと、照射領域
５２ａよりも面積が大きく照度が低い照射領域５２ｂと、照射領域５２ｂよりも面積が大
きく照度が低い照射領域５２ｃと、その外側に光が照射されない非照射領域５２ｄが形成
される。このことから、通常撮影時には、皮膚疾患部を中心として広範囲に光を照射する
ことができる。また、通常撮影時には、ダーモスコピー撮影時よりも照度の低い照明での
撮影が可能であることから、皮膚疾患部を含めた広い範囲を通常撮影することができる。
【００３４】
（ダーモスコピーカメラ１の使用例）
　ダーモスコピーカメラ１を用いてダーモスコピー撮影を行う場合、撮影者は、レンズユ
ニット２０を回動させて、図１に示すように、カメラ本体１０にレンズユニット２０を当
接させた第１位置に移動させる。その際、カメラ本体１０に形成された係合凸部（図２）
をレンズユニット２０に形成された係合凹部２０ａに挿入させるとともに、カメラ本体１
０の磁性体１６とレンズユニット２０の磁性体２６とを吸着させる。これにより、カメラ
本体１０の前方をレンズユニットで覆ったダーモスコピー撮影状態を保持することができ
る。そして、撮影者は、電源ボタン１７を押して電源を入れ、例えばシャッタボタン１８
を半押しすることによりＬＥＤ１３ａを発光させる。そして、皮膚疾患部にカバーレンズ
２４を接触させる。これにより、偏光フィルタ２３により偏光されカバーレンズ２４から
出射される光は、皮膚疾患部の表面での乱反射を抑制しながら皮膚下に到達し、皮膚下の
物質によって反射される。この反射光は、カバーレンズ２４及び偏光フィルタ２３を介し
てダーモスコピーカメラ１内に取り込まれる。取り込まれた光は、コンバージョンレンズ
２１及びズームレンズ部１２を介して１０～３０倍に拡大され、カメラ本体１０の撮像素
子３１上に結像される。任意のタイミングでカメラ本体１０のシャッタボタン１８を全押
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しすると、撮像素子３１が読み取った撮像画像がカメラ本体１０の記憶部に記憶される。
このように記憶された撮像画像は、例えば、色素細胞母斑、悪性黒色腫、脂漏性角化症、
基底細胞癌、血管病変及びボーエン病などの検査、及び診断に用いることができる。
【００３５】
　続いて、ダーモスコピーカメラ１を用いて通常撮影を行う場合、撮影者は、レンズユニ
ット２０を上方に回動させる。そして、図２に示すように、カメラ本体１０の前方からレ
ンズユニット２０を移動させて、カメラ本体１０の前方を開放する第２位置に配置する。
そして、撮影者は、皮膚疾患部から所定距離離間させて、ズームレンズ部１２を皮膚疾患
部に向ける。続いて、撮影者は、例えばシャッタボタン１８を半押しすることによりＬＥ
Ｄ１３ａを発光させる。ＬＥＤ１３ａから出射された光は、拡散光となって、皮膚疾患部
を中心とした広い範囲を照射する。照射した光は、皮膚疾患部の表面で反射され、ズーム
レンズ部１２に取り込まれて、カメラ本体１０の撮像素子３１上に結像される。任意のタ
イミングでカメラ本体１０のシャッタボタン１８を全押しすると、撮像素子３１が読み取
った撮像画像がカメラ本体１０の記憶部に記憶される。
【００３６】
（実施形態の効果について）
　以上説明したように、本発明を適用したダーモスコピーカメラ１においては、カメラ本
体１０の前面をレンズユニット２０で覆った状態で、ダーモスコピー撮影ができるととも
に、カメラ本体の前面を開放した状態で、通常撮影をすることができる。そして、ダーモ
スコピー撮影と通常撮影との切り替えを、カメラ本体１０の回動可能に取り付けられたレ
ンズユニット２０を回動させることだけで実現することができる。これにより、ダーモス
コピーカメラ１において、ダーモスコピー撮影と通常撮影とを容易に切り替えることがで
きる。
【００３７】
　また、ズームレンズ部１２の外側の円周上に、等間隔でＬＥＤ１３ａを配置することで
、通常撮影時において、皮膚疾患部を中心として広範囲に光を照射することができる。さ
らに、ＬＥＤ１３ａの前方に光拡散板１４を設置することによっても、通常撮影時に広範
囲に光りを照射することができる。これにより、通常撮影時に、皮膚疾患部の周りを含め
た広い範囲の画像を撮影することができる。
【００３８】
　また、ダーモスコピー撮影時に、ＬＥＤ１３ａから出射された光を導光し集光する導光
板２２を、レンズユニット２０の内部に設けている。この導光板２２により、ＬＥＤ１３
ａから出射された光を弱めることなくダーモスコピーカメラ１から出射することができる
。これにより、鮮明なダーモスコピー画像を得ることができる。
【００３９】
　また、導光板２２の外周面及び内周面に反射膜２２ａ、２２ｃを形成することにより、
導光板２２が光を導光する際に外部に光が漏れることを抑制することができる。これによ
り、ダーモスコピー撮影時に、導光する光を弱めることなく、ダーモスコピーカメラ１か
ら強い光を出射することができる。
【００４０】
　また、導光板２２の形状を、前方に向かうにつれ先細の形状とすることにより、導光板
２２に入射した光を先端に向けて集光することができる。これにより、ダーモスコピー撮
影に必要な十分な光をダーモスコピーカメラ１から出射することができる。
【００４１】
　また、レンズユニット２０に導光板２２を設けることにより、通常撮影時及びダーモス
コピー撮影時における光の照射を、共通のＬＥＤ１３ａによって実現することができる。
これにより、異なる撮影に合わせて複数種類の光源を設ける必要はなく、ダーモスコピー
カメラ１の構成を簡略化することができる。
【００４２】
　また、レンズユニット２０において、カバー体４０に先端カバー体４１を取り外し自在
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な構成としている。ダーモスコピー撮影時には、カバーレンズ２４は皮膚疾患部に接触さ
せた状態で用いられるが、撮影が終了すると、カバーレンズ２４が取り付けられた先端カ
バー体４１を取り外して洗浄することができる。これにより、ダーモスコピー撮影後の洗
浄作業を容易にすることができる。また、先端カバー体４１を複数用意しておくことで、
先端カバー体４１を交換して、他の患者の撮影を行うことができ、診察時間の短縮を図る
ことができる。
【００４３】
（他の形態について）
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。上述の
実施形態では、カメラ本体１０に対してレンズユニット２０を回動させることで、ダーモ
スコピー撮影と通常撮影とを切り換える形態について説明した。レンズユニット２０の移
動態様は、このような回動だけでなく、例えば、レンズユニット２０をカメラ本体１０に
対してスライドさせる態様であってもよい。ダーモスコピー撮影の際は、ズームレンズ部
１２の前方をレンズユニット２０で覆うように配置し、通常撮影の際は、レンズユニット
２０をスライドさせてズームレンズ部１２の前方から移動させればよい。
【００４４】
　また、ダーモスコピー撮影に際して、偏光作用を有するジェルを皮膚疾患部に塗布して
撮影する場合には、先端カバー体４１に設けた偏光フィルタ２３は省略することができる
。なお、偏光フィルタ２３を有する先端カバー体４１と偏光フィルタ２３を有しない先端
カバー体４１とを準備しておくことで、ダーモスコピー撮影時の撮影対応を状況に応じて
選択することができる。
【００４５】
　また、上記実施形態では、光源は、円周上に配されたＬＥＤ１３ａであると説明したが
、他の光源を採用してもよい。例えば、ハロゲンランプなどの高輝度ライト、半導体発光
素子、及び有機エレクトロルミネッセンスなどの発光素子を用いることができる。
【００４６】
　また、ＬＥＤ１３ａは、白色光を発するＬＥＤから構成されていると説明したが、例え
ば紫外線光源、青色光光源、あるいは緑色光光源を採用してもよい。また発する光の色が
互いに異なる光源を設けるようにして、異なる色の光源ごとに独立して発光できる態様で
あってもよい。このように、異なる色の光を照射して撮像画像を得ることで、異なる像を
えることができ、異なる像を比較したり、像を重ね合わせたりすることで、皮膚疾患部の
検査、及び診断を容易なものとすることができる。
【００４７】
　また、上記実施形態では、ＬＥＤ１３ａの前方に光拡散板１４を設置したが、通常撮影
時に、照射面（図６）に広範囲に光を照射可能な光源を採用して、光拡散板１４を省略し
てもよい。また、光拡散板１４の代わりに、入射した光をそのまま透過する透明板を設置
してもよい。
【００４８】
　また、ダーモスコピー撮影時には、カバーレンズ２４は、皮膚疾患部に接触した状態に
されると説明した。しかしながら、十分な照度の光を照射できるのであれば、カバーレン
ズ２４を皮膚疾患部に近づけることで、ダーモスコピー撮影が可能である。この場合、ダ
ーモスコピー撮影後の洗浄作業が不要となり、診察時間の短縮を図ることができる。
【００４９】
　また、コンバージョンレンズ２１は、一つの両面凸レンズであると説明したが、他の形
態のものも採用することができる。例えば、コンバージョンレンズ２１は、２つ又は複数
の凸レンズを組み合わせたレンズ、１つのアクロマートレンズ、２つ又は複数のアクロマ
ートレンズを組み合わせたいずれかであってもよい。また、コンバージョンレンズ２１は
、無収差レンズであってもよいし、球面レンズに非球面レンズを組み込んだものでも良い
。また、これらのレンズが、反射防止膜やカラーフィルタを含むものであってもよい。
【００５０】
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　また、レンズユニット２０に、ＬＥＤ１３ａからの光を先端に向けて集光する導光部材
としての導光板２２を設置したが、導光板２２の代わりに他の公知の導光部材を設けるよ
うにしてもよい。例えば、先端に向けて光を導光する光ファイバーを設けてもよい。
【００５１】
　また、本発明に係る撮像装置は、上記実施形態で説明したダーモスコピーカメラ１のよ
うに、ダーモスコピー撮影状態と通常撮影状態との切り替え可能な撮像装置に限定されな
い。また、被写体としても皮膚疾患部に限定されない。例えば、構造物等に形成された穴
の内部に光を照射して、光を照射した穴の内部を拡大して撮影する撮影状態（レンズユニ
ットをカメラ本体の前方に位置させた状態）と、穴から離間した位置からから穴の周辺を
含めた範囲を撮影する撮影状態（レンズユニットをカメラ本体の前方を開放する状態）と
を切り替え可能な撮像装置等にも、本発明を適用することができる。
【００５２】
　また、上記のダーモスコピーカメラ１においては、カメラ本体１０に、シャッタボタン
１８や、ダーモスコピーカメラ１の各種設定を実行するためのタッチパネル式の画面（不
図示）が設けられていると説明した。しかしながら、シャッタボタン１８やタッチパネル
式の画面（不図示）等の操作受付部を、カメラ本体とは物理的に分離した操作部に設ける
ようにしてもよい。カメラ本体と操作部とは、既存の通信技術を用いて双方向に通信可能
である。撮影者は、操作部を操作することにより、カメラ本体の各種設定やシャッタ操作
等を行うことができる。
【００５３】
　また、上記のダーモスコピーカメラ１において、レンズユニット２０はカメラ本体１０
に回動可能に取り付けられていると説明したが、レンズユニットをカメラ本体に対して着
脱可能な構成としてもよい。図８は、本発明を適用したダーモスコピーカメラの他の実施
形態を示した斜視図である。ダーモスコピーカメラ１００は、レンズユニット１２０を回
動可能に支持するための回動支持部１９及び回動部２５（共に図１参照）を有していない
。一方で、ダーモスコピーカメラ１００は、レンズユニット１２０をカメラ本体１１０に
着脱する際に、撮影者が指を引っ掛けるための凹部１６０ａが形成された装着リング１６
０が形成されている。その他の構成については、上記実施形態で説明したダーモスコピー
カメラ１の構成と同様である。そのため、図８において、同様の構成については同じ符号
を付している。
【００５４】
　通常撮影時には、レンズユニット１２０を取り外したカメラ本体１１０で皮膚疾患部を
撮影する。一方、ダーモスコピー撮影時には、撮影者は、レンズユニット１２０をカメラ
本体１１０にねじ込み装着する。レンズユニット１２０とカメラ本体１１０とは螺号や嵌
合などの公知の方法によって着脱自在の構成となっている。そして、レンズユニット１２
０が取り付けられたダーモスコピーカメラ１００によって、ダーモスコピー撮影をするこ
とができる。このように、レンズユニット１２０を、カメラ本体１１０に対して着脱する
ことで、通常撮影状態と、ダーモスコピー撮影状態とを切り替えることができる。なお、
通常撮影、及びダーモスコピー撮影の際における効果については、上記形態と同様である
。
【００５５】
　レンズユニット１２０は、上記実施形態のレンズユニット２０と同様、カメラ本体１１
０に設けられた光源（不図示）から発せられた光を導光板（不図示）で導光することで、
ダーモスコピー撮影時に必要な光を照射する。そのため、レンズユニット１２０に光源を
設ける必要がなく、レンズユニット１２０の構成を簡単なものとすることができる。
【００５６】
　その他、上記実施の形態で示した構成などの具体的な細部は、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において適宜変更可能である。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
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するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。以
下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記
の番号は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通りである。
【００５８】
（付記１）
　光源を有する撮像装置本体と、
　前記撮像装置本体に移動可能に設けられ、入射した光を集光して出射する導光部材とコ
ンバージョンレンズとを有するレンズユニットと、を備え、
　前記光源から出射された光を前記導光部材に入射させる第１位置と、前記光源から出射
された光を前記導光部材に入射させない第２位置との間で前記レンズユニットを移動させ
ることで、第１撮影状態と第２撮影状態とを切り替える、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記２）
　前記レンズユニットは、前記撮像装置本体に回動可能に取り付けられており、
　前記第１位置は、前記レンズユニットが前記撮像装置本体の前面を覆う位置であり、
　前記第２位置は、前記レンズユニットが前記第１位置から回動して前記撮像装置本体の
前面から離れた位置である、
　ことを特徴とする付記１に記載の撮像装置。
【００５９】
（付記３）
　前記光源は、前記撮像装置本体に設けられた光学レンズの周囲に複数設けられている、
　ことを特徴とする付記１又は２に記載の撮像装置。
【００６０】
（付記４）
　前記第１撮影状態は、ダーモスコピー撮影状態であり、
　前記第２撮影状態は、通常撮影状態である、
　ことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【００６１】
（付記５）
　前記導光部材は、先細の形状を有し、前記レンズユニットの内周面を覆うように取り付
けられており、入射した光を先端に向けて導光することで、集光した光を出射する、
　ことを特徴とする付記１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【００６２】
（付記６）
　前記撮像装置本体は、前記光源の光を拡散する光拡散部を有している、
　ことを特徴とする付記１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【００６３】
（付記７）
　操作を受け付ける操作受付部を有し、受け付けた操作に基づいて前記撮像装置本体に指
示を送る操作部をさらに備え、
　前記操作部は、前記撮像装置本体と物理的に分離している、
　ことを特徴とする付記１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【００６４】
（付記８）
　光源を有する撮像装置本体に着脱可能な撮像装置用レンズユニットであって、
　入射した光を集光して出射する導光部材と、コンバージョンレンズと、を備え、
　前記撮像装置本体に取り付けられた際、前記光源から出射された光を前記導光部材に入
射させて、前記コンバージョンレンズを介した撮影に必要な光を被写体に向けて照射する
、
　ことを特徴とする撮像装置用レンズユニット。
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【符号の説明】
【００６５】
１，１００・・ダーモスコピーカメラ、１０，１１０・・カメラ本体、１１・・筐体、１
１ａ・・筐体、１２・・ズームレンズ部、１３・・ＬＥＤ基板、１３ａ・・ＬＥＤ、１４
・・光拡散板、１５・・係合凸部、１６，２６・・磁性体、１７・・電源ボタン、１８・
・シャッタボタン、１９・・回動支持部、２０，１２０・・レンズユニット、２０ａ・・
係合凹部、２１・・コンバージョンレンズ、２２・・導光板、２２ａ、２２ｃ・・反射膜
、２２ｂ・・導光板本体、２２ｄ・・光入射面、２２ｅ・・光出射面、２３・・偏光フィ
ルタ、２４・・カバーレンズ、２５・・回動部、３０・・回路配線基板、３１・・撮像素
子、４０・・カバー体、４１・・先端カバー体、４１ａ・・引掛け部、４１ｂ・・開口、
５１，５２・・照射面、５１ａ，５２ａ，５２ｂ，５２ｃ・・照射領域、５１ｂ，５２ｄ
・・非照射領域

【図１】 【図２】
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